
白河市工事請負契約設計変更ガイドライン（令和２年６月）新旧対照表

頁 新（令和２年６月） 旧（平成２９年１０月）

目次

８．様式
取扱要領様式第２号工事内容の変更について（通知）・・・・・・・・・・・Ｐ．１０ 取扱要領様式第２号設計内容変更協議書・・・・・・・・・・・・・・Ｐ．１０

工事設計変更事

務取扱フロー

（その１）

（９ページ）

発注者：結果とりまとめ、調査終了後１４日以内に通知

（契約約款第１８条第３項）

※契約変更の範囲、予算の範囲内等確認（取扱要綱第４条・第５条）

（変更の場合）

発注者：受注者と協議（指示） 発注者：工事続行

※設計図書の照査の範囲を超える
資料の提示を求めた場合、設計変
更可能

受注者へ「取扱要領様式２工事内容

の変更について」により通知

受注者へ「取扱要領様式３工事打
合せ簿」により通知

(変更内容が重要でなく、工期、請
負代金の変更を伴わない場合)

発注者：結果とりまとめ、調査終了後１４日以内に通知

（契約約款第１８条第３項）

※契約変更の範囲、予算の範囲内等確認（取扱要綱第４条・第５条）

（変更の場合）

発注者：受注者と協議（指示） 発注者：工事続行

※設計図書の照査の範囲を超える
資料の提示を求めた場合、設計変
更可能

受注者へ「取扱要領様式２設計
内容変更協議書」により通知

受注者へ「取扱要領様式３工事打
合せ簿」により通知

(変更内容が重要でなく、工期、請
負代金の変更を伴わない場合)

工事設計変更事

務取扱フロー

（その２）

（10ページ）

発注者・受注者：協議し、工期・請負代金額の変更

（契約約款第２０条第３項、第２１条第２項、第２２条第２項、第２３条、第２４条）

※協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合、発注者が定める。

発注者：受注者へ「取扱要領様式２工事内容の変更について」により通知

発注者・受注者：協議し、工期・請負代金額の変更

（契約約款第２０条第３項、第２１条第２項、第２２条第２項、第２３条、第２４条）

※協議開始日から１４以内に協議が整わない場合、発注者が定める。

発注者：受注者へ「取扱要領様式２設計内容変更協議書」により通知



白河市工事請負契約設計変更ガイドライン（令和２年６月）新旧対照表

頁 新（令和２年６月） 旧（平成２９年１０月）

様式

（11ページ）

様

なお，請負代金の変更は，後日集約のうえ行います。

工事等の番号

様式第２号

○ ○ ○ ○ 号 外

令和○○年○○月○○日

白河市長　　　　　　　　　　　　　　印

工事内容の変更について（通知）

下記工事について ，　変更内訳　（別冊設計図書）　のとおり変更することを通知します。

工期
着工
完工

令和　　年　月　日から
令和　　年　月　日まで

工事等の名称

工事等の場所

請負代金

受注者承諾印

※　この通知書は受注者認印のうえ，　戻してください。

受　注　者

変　　　　　　更　　　　　　内　　　　　　訳

工種，　種別，　細別 直前設計数量 変更数量 摘　　　　　　　　要

様式第２号

平成　　年　　月　　日から
平成　　年　　月　　日まで

（協議事項）

設　計　内　容　変　更　協　議　書

平成　年　月　日

契約者

工事等の場所 工期

現場代理人 ㊞

課名

㊞

工事等
の番号

工事等
の名称

監督員

収入

印紙

様式変更


